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◎ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 新 旧 対 照 表  

○ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 三 十 一 号 ） （ 抄 ）                  （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

  
  
         改    正    後                     改    正    前            

  
  

（ 感 染 を 防 止 す る た め の 協 力 要 請 等 ）  

第 四 十 五 条  〔 略 〕  

２ ～ ４  〔 略 〕  

５  施 設 管 理 者 等 が 正 当 な 理 由 が な い の に 前 項 の 規 定 に よ る 指 示 に

従 わ な い と き は 、 特 定 都 道 府 県 知 事 は 、 当 該 施 設 管 理 者 等 に 対 し 、

期 限 を 定 め て 、 当 該 指 示 に 係 る 措 置 を 講 ず べ き こ と を 命 ず る こ と が

で き る 。  

６  特 定 都 道 府 県 知 事 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 要 請 、 第 四 項 の 規 定 に

よ る 指 示 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の

旨 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

７ ・ ８  〔 略 〕  

 

第 七 十 六 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 違 反 行 為 を

し た 者 は 、 六 月 以 下 の 懲 役 又 は 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

 一  第 四 十 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き 。  

 二  第 五 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 定 都 道 府 県 知 事 の 命 令 又 は

同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 指 定 行 政 機 関 の 長 若 し く は 指 定 地 方 行

政 機 関 の 長 の 命 令 に 従 わ ず 、 特 定 物 資 を 隠 匿 し 、 損 壊 し 、 廃 棄 し 、

（ 感 染 を 防 止 す る た め の 協 力 要 請 等 ）  

第 四 十 五 条  〔 略 〕  

２ ～ ４  〔 略 〕  

〔 新 設 〕  

 

 

 

５  特 定 都 道 府 県 知 事 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 要 請 又 は 前 項 の 規 定 に

よ る 指 示 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 表 し な け れ ば な ら な

い 。  

６ ・ ７  〔 略 〕  

 

第 七 十 六 条  第 五 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 特 定 都 道 府 県 知 事 の 命

令 又 は 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 指 定 行 政 機 関 の 長 若 し く は 指 定 地

方 行 政 機 関 の 長 の 命 令 に 従 わ ず 、 特 定 物 資 を 隠 匿 し 、 損 壊 し 、 廃 棄

し 、 又 は 搬 出 し た 者 は 、 六 月 以 下 の 懲 役 又 は 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に

処 す る 。  
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又 は 搬 出 し た と き 。  

  
 

 


